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【事業の内容】

○ 共働き家庭など留守家庭のおおむね10歳未満の児童に対して、児童館や学校の余裕教室、公民館などで、

放課後に適切な遊び、生活の場を与えて、その健全育成を図る。
○ 放課後児童クラブは、平成９年の児童福祉法改正により事業が法定化され、当該事業の実施については、市

町村の努力義務として規定されている。

放課後児童クラブについて

〔児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）〕
第六条の二 （略）
② この法律で、放課後児童健全育成事業とは、小学校に就学しているおおむね十歳未満の児童であつて、その保護者が労働等により昼 間家庭にいないものに、政令で定める基

準に従い、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。

③ （略）
第２１条の１０ 市町村は、児童の健全な育成に資するため、地域の実情に応じた放課後児童健全育成事業を行うとともに、当該市町村以外の放課後児童健全育成事業を行う者との

連携を図る等により、第六条の二第二項に規定する児童の放課後児童健全育成事業の利用の促進に努めなければならない。

○保護者が労働等により昼間家にいない小学１～３年の就学児童
○その他、健全育成上指導を要する児童（特別支援学校の児童、小学校４年生以上の

児童）

対象児童

小学校の余裕教室、小学校敷地内の専用施設、児童館・児童センター、公民館など
の公的施設、民家・アパート、保育所、幼稚園、団地集会所、その他専用施設など

実施場所

市区町村、社会福祉法人、NPO法人、保護者会、保護者や地域住民等により構成さ
れる運営委員会、任意団体など

運営主体

放課後児童クラブの１日（平日の例）

１７：４５頃

利用児童の来所 （下級生から順次来所）

○出欠の確認、連絡帳の提出
○宿題、遊び、休息など、それぞれの日課や体調等

に合わせて過ごす

○その後、集団遊び、レクリエーション等

おやつの時間

掃除の時間

集団等により帰宅

○準備、後片付けの実施
○子どもと一緒に手作りのおやつを作るクラブもあり

１３：３０～１４：００頃

１６：００頃

１８：００頃
○放課後児童指導員を配置
○放課後児童指導員は、児童福祉施設最低基準第38条に規定する児童の遊びを指
導する者の資格を有する者が望ましい。

職員体制


